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健全化判断比率等審査と各監査・審査・検査の連携の概要

※　健全化判断比率等審査のための監査・審査・検査の役割を記載しており、本来の各監査等の役割を記載したものではない。

【定期監査の役割】
・事務処理の信頼性を評価する
（内部統制の評価）。
→決算における重要な計理誤り
の生じる可能性の評価をする。

【例月出納検査】
・会計処理の信頼性を評価する。
・現金等の管理状況から決算係
数の信頼性を検証する。

【損失補償契約を行っているが
　　出資団体等監査を実施している団体で
　　　かつ財務諸表評価方式を適用する団体】
・財務諸表の信頼性の監査
・事務処理の信頼性の評価

・重要な虚偽
表示のリスク
の評価

【決算審査】
・財務会計データと決算書の突合
・分析的手続による異常点分析
・連結時の控除金額の確認

【健全化判断比率等審査】
・決算書及び付属資料で比率及び算定フォーマッ
トを検証
・解消可能資金不足額の検証
・決算審査で確認した連結時の控除金額の検証
・販売用土地の評価額及びその評価方法の検証
・債務補償金額及びその評価方法の検証

・決算書及
び附属資料
が適正であ
る。

・重要な虚
偽表示のリ
スクが低い

・重要な虚
偽表示のリ
スクが高い

・財務諸表が信頼できる
・報告されていいる損失補償債
務残高が信頼できる

・算定の根拠となる他の資料が
信頼できる（予算書の信頼性を
含む）。

【決算審査】
・決算書が適正であるとの心証が
形成されるまで、審査の対象や適
用する手続を拡大して審査を実施
する。

信頼できない

【健全化判断比率等審査の追加審査手続】
・健全化判断比率等が適正であるとの心証が形
成されるまで、審査で適用する手続を拡大して
審査を実施する。

【損失補償契約を行っているが
　 出資団体等監査未実施の団体で
　　 かつ財務諸表評価方式を適用する団体】
・公認会計士等が財務諸表監査を実施していない。

【地方三公社（土地開発公社等）：
　　出資団体等監査を実施している】
・財務諸表の信頼性の監査
・事務処理の信頼性の評価

当該地方公共団体
及び地方公営企業

【一部事務組合等】
・当該団体の監査委員監査が実施されている

当該地方公共団体の関係団体

【損失補償契約を行っているが
　 出資団体等監査未実施の団体で
　　 かつ財務諸表評価方式を適用する団体】
・公認会計士等が財務諸表監査を実施している。
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